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○東洋大学大学院社会福祉学研究科規程 

平成30年規程第73号・平成30年４月１日施行 

改正 

平成31年４月１日規程第58号 

令和２年４月１日規程第53号 

令和３年４月１日規程第49号 

東洋大学大学院社会福祉学研究科規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、東洋大学大学院学則（昭和29年４月１日施行。以下「学則」という。）第４条

第５項に基づき、東洋大学大学院社会福祉学研究科（以下「社会福祉学研究科」という。）の教育

研究に関し必要な事項を定める。 

（人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的） 

第２条 社会福祉学研究科は、学則第４条の２に基づき、研究科及び各専攻の人材の養成に関する目

的その他の教育研究上の目的を別表第１のとおり定める。 

（修了の認定及び学位授与、教育課程の編成及び実施並びに入学者の受入れに関する方針） 

第３条 社会福祉学研究科は、学則第４条の３に基づき、各専攻の修了の認定及び学位授与に関する

方針、教育課程の編成及び実施に関する方針並びに入学者の受入れに関する方針を別表第２のとお

り定める。 

（教育課程） 

第４条 社会福祉学研究科は、学則第５条の２及び第７条に基づき、各専攻の教育課程における科目

区分、授業科目及び研究指導科目の名称、単位数、配当学年、履修方法等を別表第３のとおり定め

る。 

（修了に必要な単位等） 

第５条 社会福祉学研究科は、学則第12条及び第13条に基づき、各専攻の修了に必要な単位等を別表

第４のとおり定める。 

（改正） 

第６条 この規程の改正は、学長が社会福祉学研究科委員会の意見を聴き、研究科長会議の審議を経

て行う。 

附 則 

この規程は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年４月１日規程第58号） 

この規程は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年４月１日規程第53号） 

この規程は、2020年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年４月１日規程第49号） 

この規程は、2021年４月１日から施行する。 

別表第１ 人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的（第２条関係） 

社会福祉学研究科 

人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的 

【博士前期課程】 

(１)どのような人材を養成し、どのような人材を世に送り出すか 

人々が抱えるさまざまな生活問題の中で、社会的支援が必要となる福祉問題に対し、問題解決に

向けた政策や実践に関する専門的な知見と実践力を有する人材を養成することを目的とする。 

特に留学生については、帰国後、社会福祉分野で活躍する指導者となることを念頭においた人材

養成を行う。 

(２)学生にどのような能力を習得させるのか等の教育研究上の目的 

社会福祉の問題に対する分析力やそれらに対応するために必要な社会資源を創造・開発する能力

を習得させることを目的とする。 



2/9 

そのため、本専攻の教員が関わっている学内研究拠点等での実績や、国内外でのフィールド活動

を踏まえた教育・指導を行う。 

【博士後期課程】 

(１)どのような人材を養成し、どのような人材を世に送り出すか 

社会福祉に関わる生活課題の問題構造を分析し対応する方途を探求していくための高度な研究・

リサーチ能力を有する人材を養成することを目的とする。 

特に留学生については、帰国後、社会福祉の実務や研究において指導的役割を果たすことを念頭

に置いた人材養成を行う。 

(２)学生にどのような能力を習得させるのか等の教育研究上の目的 

社会福祉に関する研究・リサーチのための研究方法論を十分に踏まえた研究が行えるような教育

プログラムを用意し、社会福祉のより高度な研究方法を身につけることに加え、社会福祉の普遍

的な価値を追究する高度な研究成果を国内外に発信できる能力を習得させることを目的とする。 

社会福祉学研究科社会福祉学専攻 

人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的 

【博士前期課程】 

(１)どのような人材を養成し、どのような人材を世に送り出すか 

人々が抱えるさまざまな生活問題の中で、社会的支援が必要な問題に対し、問題解決に向けたソ

ーシャルアドミニストレーション、コミュニティソーシャルワークやソーシャルアクション等の

理論と実践に関して専門的な知見と実践力を有する人材を養成することを目的とする。 

特に留学生については、母国において社会福祉の専門家を養成する指導者となりうる人材養成を

行う。 

(２)学生にどのような能力を習得させるのか等の教育研究上の目的 

地域社会に生起する福祉問題にかかわるニーズに対する分析力やそれらのニーズに対応するため

に必要な社会資源を創造・開発する能力を習得させることを目的とする。 

そのためには利用者・支援者・専門職の協働ということを意識できる力が求められる。そうした

力を身につけられるよう、本専攻の教員が関わっている学内研究拠点等での協働に関する実績や、

国内外でのフィールド活動を踏まえた教育・指導を行う。 

【博士後期課程】 

(１)どのような人材を養成し、どのような人材を世に送り出すか 

人々が抱えるさまざまな生活問題の中で、社会的支援が必要な福祉課題に対して、その問題構造

を分析し対応する方途を探求していくための高度な研究・リサーチ能力を有する人材を養成する

ことを目的とする。 

特に留学生については、母国における社会福祉の専門家養成を指導する立場となりうる人材を養

成する。 

(２)学生にどのような能力を修得させるのか等の教育研究上の目的 

社会福祉に関する研究・リサーチのための研究方法論（歴史研究、政策研究、アドミニストレー

ション研究、参加型アクションリサーチ、プログラム開発と評価等）を十分に踏まえた研究が行

える能力とともに、社会福祉の普遍的な価値を追究する高度な研究成果を国内外に発信できる能

力を習得させることを目的とする。 

別表第２ 修了の認定及び学位授与、教育課程の編成及び実施並びに入学者の受入れに関する方針（第

３条関係） 

社会福祉学研究科社会福祉学専攻 

1.修了の認定及び学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー） 

【博士前期課程】 

本研究科・専攻における人材養成に関する目的および教育研究上の目的を踏まえ、以下の資質や

能力を身につけたうえで、所定の年限・単位数等を満たし、修士学位論文の審査及び最終試験に

合格した者に対して、修士の学位を授与する。 

(１)社会福祉の人権や価値に関する理論的・歴史的研究の専門的な知見を身につけている。 

(２)一人ひとりの利用者の側に立ち、その取り巻く生活環境とニーズを把握し、生活支援を調整・
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開発していく能力を身につけている。 

(３)研究・実践の両面で現代の福祉課題に貢献できる能力を身につけている。 

【博士後期課程】 

本研究科・専攻における人材養成に関する目的および教育研究上の目的を踏まえ、以下の資質や

能力を身につけたうえで、所定の年限を満たし、博士学位論文の審査及び最終試験に合格した者

に対して、博士の学位を授与する。 

(１)社会福祉学の制度・政策論と援助・技術論の統合を視野に入れながら、課題の問題構造を分

析できる能力を身につけている。 

(２)問題構造を分析し対応する方途を探求していくための高度な研究・リサーチ能力を身につけ

ている。 

(３)研究・実践の両面で学術的に高度な専門能力を身につけている。 

2.教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー） 

【博士前期課程】 

(１)教育課程の編成／教育内容・方法 

ディプロマ・ポリシーの達成のために、「授業科目（コースワーク）」と「研究指導（リサーチ

ワーク）」を適切に組み合わせた教育課程を体系的に編成する。 

授業科目には、共通科目を設定し、社会福祉学研究基礎論（必修）および研究方法論（選択必修）

などを履修することで、社会福祉学の研究にとって必要な理論的・歴史的基盤や研究倫理を身に

つけられるようにする。また、専門科目では、ソーシャルポリシー・アドミニストレーション（Ｓ

ＰＡ）とソーシャルワーク（ＳＷ）の２つの研究領域を設定することで、分野に留まらない横断

的な研究を可能にしている。さまざまな福祉課題を抱える人びとへの支援のあり方について、理

論的・歴史的研究に基づいて、政策的・制度的観点および対人援助の観点から検討を加えていく。 

研究指導では、本専攻の教員が関わっている学内研究拠点等での協働に関する実績や、国内外で

のフィールド活動を踏まえ、学生のニーズに対応した指導を行う。 

(２)成績の評価 

学修成果については、客観性及び厳格性を確保しつつ、以下の要素・方法により評価する。 

①授業科目については、あらかじめ示す成績評価基準に沿って、各授業科目のシラバスに記載さ

れている方法により、授業担当教員が評価する。 

②研究指導については、研究過程における達成度を、あらかじめ示す研究指導計画をもとに、論

文報告会等を通じて、研究指導教員および本専攻所属教員により組織的に評価する。 

③学位請求論文については、あらかじめ示す論文審査基準、審査体制に基づき、評価を行う。 

【博士後期課程】 

(１)教育課程の編成／教育内容・方法 

ディプロマ・ポリシーの達成のために、「授業科目（コースワーク）」と「研究指導（リサーチ

ワーク）」を適切に組み合わせた教育課程を体系的に編成する。 

授業科目では、ソーシャルポリシー・アドミニストレーション（ＳＰＡ）とソーシャルワーク（Ｓ

Ｗ）の２つの研究領域を設定し、領域横断的な研究が可能となるカリキュラムを編成し、制度・

政策論と援助・技術論の統合を視野に入れながら、社会福祉の理論、歴史、制度、政策、計画、

ソーシャルワーク、アドボカシー（権利擁護）などに関しての高度な学識を教授する。 

研究指導では、研究方法論（歴史研究、政策研究、アドミニストレーション研究、参加型アクシ

ョンリサーチ、プログラム開発と評価等）を十分に踏まえた高度な研究能力とともに、自身の研

究成果を国内外へ発信する能力についても指導を行う。 

(２)成績の評価 

学修成果については、客観性及び厳格性を確保しつつ、以下の要素・方法により評価する。 

①授業科目については、あらかじめ示す成績評価基準に沿って、各授業科目のシラバスに記載さ

れている方法により、授業担当教員が評価する。 

②研究指導については、研究過程における達成度を、あらかじめ示す研究指導計画をもとに、論

文報告会等を通じて、研究指導教員および本専攻所属教員により組織的に評価する。 

③学位請求論文については、あらかじめ示す論文審査基準、審査体制に基づき、評価を行う。 
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3.入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー） 

【博士前期課程】 

入学希望者の特性に応じた適切な方法で多様な入学者選抜試験を実施し、筆記試験、面接、書類

選考等を通じて、以下の資質や能力を示した者を受け入れる。 

(１)社会福祉を研究するのに必要な基礎的知識を有する者 

(２)他者と討議をし、自らの思考力と判断力を高めていける能力のある者 

(３)それぞれの関心を研究テーマに高める過程で、日常的思考から研究的思考に脱皮する意欲の

ある者 

【博士後期課程】 

入学希望者の特性に応じた適切な方法で多様な入学者選抜試験を実施し、筆記試験、面接、書類

選考等を通じて、以下の資質や能力を示した者を受け入れる。 

(１)博士前期課程あるいは修士課程レベルの社会福祉学の専門知識を有する者 

(２)社会福祉学に関する学術的で高度な研究成果を主体的に生み出せる思考力・判断力を有する

者 

(３)社会福祉の現場実践を指導できる見識や能力を身につける意欲のある者 

別表第３ 教育課程（第４条関係） 

社会福祉学研究科社会福祉学専攻 博士前期課程 授業科目 

区分 
必修・選

択の別 
科目名 

講義・演習の

別 
配当学年 

単位

数 
備考 

共通 必修 社会福祉基礎特論Ⅰ 講義 １～２ ２  

共通 選択 社会福祉基礎特論Ⅱ 講義 １～２ ２  

共通 選択 社会福祉基礎特論Ⅲ 講義 １～２ ２  

共通 選択 社会福祉基礎特論Ⅳ 講義 １～２ ２  

共通 選択 社会福祉実務演習Ａ 演習 １～２ ２  

共通 選択 社会福祉実務演習Ｂ 演習 １～２ ２  

研究領域（ソーシ

ャルポリシー・ア

ドミニストレーシ

ョン） 

選択 ＳＰＡ特論ⅠＡ 講義 １～２ ２  

研究領域（ソーシ

ャルポリシー・ア

ドミニストレーシ

ョン） 

選択 ＳＰＡ特論ⅠＢ 講義 １～２ ２  

研究領域（ソーシ

ャルポリシー・ア

ドミニストレーシ

ョン） 

選択 ＳＰＡ特論ⅡＡ 講義 １～２ ２  

研究領域（ソーシ

ャルポリシー・ア

ドミニストレーシ

ョン） 

選択 ＳＰＡ特論ⅡＢ 講義 １～２ ２  

研究領域（ソーシ

ャルポリシー・ア

ドミニストレーシ

ョン） 

選択 ＳＰＡ特論ⅢＡ 講義 １～２ ２  

研究領域（ソーシ

ャルポリシー・ア

ドミニストレーシ

選択 ＳＰＡ特論ⅢＢ 講義 １～２ ２  
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ョン） 

研究領域（ソーシ

ャルポリシー・ア

ドミニストレーシ

ョン） 

選択 ＳＰＡ特論ⅣＡ 講義 １～２ ２  

研究領域（ソーシ

ャルポリシー・ア

ドミニストレーシ

ョン） 

選択 ＳＰＡ特論ⅣＢ 講義 １～２ ２  

研究領域（ソーシ

ャルポリシー・ア

ドミニストレーシ

ョン） 

選択 ＳＰＡ特論ⅤＡ 講義 １～２ ２  

研究領域（ソーシ

ャルポリシー・ア

ドミニストレーシ

ョン） 

選択 ＳＰＡ特論ⅤＢ 講義 １～２ ２  

研究領域（ソーシ

ャルポリシー・ア

ドミニストレーシ

ョン） 

選択 ＳＰＡ特論ⅥＡ 講義 １～２ ２  

研究領域（ソーシ

ャルポリシー・ア

ドミニストレーシ

ョン） 

選択 ＳＰＡ特論ⅥＢ 講義 １～２ ２  

研究領域（ソーシ

ャルポリシー・ア

ドミニストレーシ

ョン） 

選択 ＳＰＡ特論ⅦＡ 講義 １～２ ２  

研究領域（ソーシ

ャルポリシー・ア

ドミニストレーシ

ョン） 

選択 ＳＰＡ特論ⅦＢ 講義 １～２ ２  

研究領域（ソーシ

ャルポリシー・ア

ドミニストレーシ

ョン） 

選択 ＳＰＡ特論ⅧＡ 講義 １～２ ２  

研究領域（ソーシ

ャルポリシー・ア

ドミニストレーシ

ョン） 

選択 ＳＰＡ特論ⅧＢ 講義 １～２ ２  

研究領域（ソーシ

ャルワーク） 
選択 ＳＷ特論ⅠＡ 講義 １～２ ２  

研究領域（ソーシ

ャルワーク） 
選択 ＳＷ特論ⅠＢ 講義 １～２ ２  

研究領域（ソーシ

ャルワーク） 
選択 ＳＷ特論ⅡＡ 講義 １～２ ２  

研究領域（ソーシ

ャルワーク） 
選択 ＳＷ特論ⅡＢ 講義 １～２ ２  
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研究領域（ソーシ

ャルワーク） 
選択 ＳＷ特論ⅢＡ 講義 １～２ ２  

研究領域（ソーシ

ャルワーク） 
選択 ＳＷ特論ⅢＢ 講義 １～２ ２  

研究領域（ソーシ

ャルワーク） 
選択 ＳＷ特論ⅣＡ 講義 １～２ ２  

研究領域（ソーシ

ャルワーク） 
選択 ＳＷ特論ⅣＢ 講義 １～２ ２  

研究領域（ソーシ

ャルワーク） 
選択 ＳＷ特論ⅤＡ 講義 １～２ ２  

研究領域（ソーシ

ャルワーク） 
選択 ＳＷ特論ⅤＢ 講義 １～２ ２  

研究領域（ソーシ

ャルワーク） 
選択 ＳＷ特論ⅥＡ 講義 １～２ ２  

研究領域（ソーシ

ャルワーク） 
選択 ＳＷ特論ⅥＢ 講義 １～２ ２  

研究領域（ソーシ

ャルワーク） 
選択 ＳＷ特論ⅦＡ 講義 １～２ ２  

研究領域（ソーシ

ャルワーク） 
選択 ＳＷ特論ⅦＢ 講義 １～２ ２  

 

社会福祉学研究科社会福祉学専攻 博士前期課程 研究指導 

区分 
必修・選

択の別 
科目名 

講義・演習の

別 
配当学年 

単位

数 
備考 

 選択 社会福祉学研究指導ⅠＡ  １～２   

 選択 社会福祉学研究指導ⅠＢ  １～２   

 選択 社会福祉学研究指導ⅡＡ  １～２   

 選択 社会福祉学研究指導ⅡＢ  １～２   

 選択 社会福祉学研究指導ⅢＡ  １～２   

 選択 社会福祉学研究指導ⅢＢ  １～２   

 選択 社会福祉学研究指導ⅣＡ  １～２   

 選択 社会福祉学研究指導ⅣＢ  １～２   

 選択 社会福祉学研究指導ⅤＡ  １～２   

 選択 社会福祉学研究指導ⅤＢ  １～２   

 選択 社会福祉学研究指導ⅥＡ  １～２   

 選択 社会福祉学研究指導ⅥＢ  １～２   

 選択 社会福祉学研究指導ⅦＡ  １～２   

 選択 社会福祉学研究指導ⅦＢ  １～２   

 選択 社会福祉学研究指導ⅧＡ  １～２   

 選択 社会福祉学研究指導ⅧＢ  １～２   

 選択 社会福祉学研究指導ⅨＡ  １～２   

 選択 社会福祉学研究指導ⅨＢ  １～２   

履修方法   

１ 履修する授業科目は、指導教授の指示を受けて

決定すること。 
    

２ 指導教授は、主指導教授１名・副指導教授１名の計２名とする。ただし、主指導教授の判断

により、副指導教授が２名となる場合がある。「研究指導」はセメスタ毎に３科目（主指導教授
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１名（必須）・副指導教授２名（任意）を上限として、履修・修得することができる。 

３ 主指導教授が担当する「講義」は、在学中２回（８単位）まで履修・単位修得することがで

き、かつ修得した単位は修了単位として認められる。３回目以降（長期履修学生および原級した

場合等）の履修・聴講は、成績および単位は認定されるが、修了要件としては扱わない。なお、

該当する科目は大学院要覧において定める。 

４ 履修方法３以外の「演習」または「講義」は、同一科目を在学中何回でも履修・単位修得す

ることができるが、この場合、修了単位として認められるのは、最初に取得した成績および単位

のみとする。 

５ 本表に掲げたものの他、指導教授が教育上必要と認めるときは、学則第８条に基づき、東洋

大学大学院（以下「本大学院」という。）の他研究科・専攻の授業科目および他大学（協定校）

の授業科目を履修することができる（同一科目は１回目のみ修了要件として扱い、２回目以降の

履修によって修得した成績及び単位は認定されるが、修了要件としては扱わない）。 

 また、上記により履修し修得した単位は、学則第10条の２に基づく、本大学院に入学する前に

修得し、本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなす単位（既修得単位）と合

わせて、10単位を超えない範囲で修了要件に充当することができる。 

 

社会福祉学研究科社会福祉学専攻 博士後期課程 授業科目 

区分 
必修・選択

の別 
科目名 

講義・演習

の別 
配当学年 単位数 備考 

共通 選択 社会福祉基礎研究Ⅰ 講義 １～３ ２  

研究領域（ソーシャルポリ

シー・アドミニストレーシ

ョン） 

選択 ＳＰＡ研究ⅠＡ 講義 １～３ ２  

研究領域（ソーシャルポリ

シー・アドミニストレーシ

ョン） 

選択 ＳＰＡ研究ⅠＢ 講義 １～３ ２  

研究領域（ソーシャルポリ

シー・アドミニストレーシ

ョン） 

選択 ＳＰＡ研究ⅡＡ 講義 １～３ ２  

研究領域（ソーシャルポリ

シー・アドミニストレーシ

ョン） 

選択 ＳＰＡ研究ⅡＢ 講義 １～３ ２  

研究領域（ソーシャルポリ

シー・アドミニストレーシ

ョン） 

選択 ＳＰＡ研究ⅢＡ 講義 １～３ ２  

研究領域（ソーシャルポリ

シー・アドミニストレーシ

ョン） 

選択 ＳＰＡ研究ⅢＢ 講義 １～３ ２  

研究領域（ソーシャルポリ

シー・アドミニストレーシ

ョン） 

選択 ＳＰＡ研究ⅣＡ 講義 １～３ ２  

研究領域（ソーシャルポリ

シー・アドミニストレーシ

ョン） 

選択 ＳＰＡ研究ⅣＢ 講義 １～３ ２  

研究領域（ソーシャルポリ

シー・アドミニストレーシ

ョン） 

選択 ＳＰＡ研究ⅤＡ 講義 １～３ ２  

研究領域（ソーシャルポリ

シー・アドミニストレーシ
選択 ＳＰＡ研究ⅤＢ 講義 １～３ ２  
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ョン） 

研究領域（ソーシャルワー

ク） 
選択 ＳＷ研究ⅠＡ 講義 １～３ ２  

研究領域（ソーシャルワー

ク） 
選択 ＳＷ研究ⅠＢ 講義 １～３ ２  

研究領域（ソーシャルワー

ク） 
選択 ＳＷ研究ⅡＡ 講義 １～３ ２  

研究領域（ソーシャルワー

ク） 
選択 ＳＷ研究ⅡＢ 講義 １～３ ２  

研究領域（ソーシャルワー

ク） 
選択 ＳＷ研究ⅢＡ 講義 １～３ ２  

研究領域（ソーシャルワー

ク） 
選択 ＳＷ研究ⅢＢ 講義 １～３ ２  

研究領域（ソーシャルワー

ク） 
選択 ＳＷ研究ⅣＡ 講義 １～３ ２  

研究領域（ソーシャルワー

ク） 
選択 ＳＷ研究ⅣＢ 講義 １～３ ２  

       

社会福祉学研究科社会福祉学専攻 博士後期課程 研究指導 

区分 
必修・選択

の別 
科目名 

講義・演習

の別 
配当学年 単位数 備考 

 選択 
社会福祉学研究指導Ⅰ

Ａ 
 １～３   

 選択 
社会福祉学研究指導Ⅰ

Ｂ 
 １～３   

 選択 
社会福祉学研究指導Ⅱ

Ａ 
 １～３   

 選択 
社会福祉学研究指導Ⅱ

Ｂ 
 １～３   

 選択 
社会福祉学研究指導Ⅲ

Ａ 
 １～３   

 選択 
社会福祉学研究指導Ⅲ

Ｂ 
 １～３   

 選択 
社会福祉学研究指導Ⅳ

Ａ 
 １～３   

 選択 
社会福祉学研究指導Ⅳ

Ｂ 
 １～３   

 選択 
社会福祉学研究指導Ⅴ

Ａ 
 １～３   

 選択 
社会福祉学研究指導Ⅴ

Ｂ 
 １～３   

 選択 
社会福祉学研究指導Ⅵ

Ａ 
 １～３   

 選択 
社会福祉学研究指導Ⅵ

Ｂ 
 １～３   

 選択 
社会福祉学研究指導Ⅶ

Ａ 
 １～３   

 選択 社会福祉学研究指導Ⅶ  １～３   
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Ｂ 

履修方法   

１ 履修する授業科目は、指導教授の指示を受けて決定すること。 

２ 指導教授は、主指導教授１名・副指導教授１名の計２名とする。ただし、主指導教授の判断

により、副指導教授が２名となる場合がある。「研究指導」はセメスタ毎に３科目（主指導教授

１名（必須）・副指導教授２名（任意））を上限として、履修・修得することができる。 

３ 本表に掲げたものの他、指導教授が研究指導上必要と認めた場合は、本大学院の他研究科・

専攻の授業科目および他大学（協定校）の授業科目を履修することができる。 

別表第４ 修了に必要な単位等（第５条関係） 

博士前期課程 

専攻 単位数等 

社会福祉学研究科社会福祉学

専攻 

(１)修了要件となる科目で30単位以上修得すること。 

(２)主指導教授の「研究指導」を、毎セメスタ必ず履修すること。 

(３)共通科目 

①全体で２科目４単位以上修得すること。 

②必修科目１科目２単位を修得すること。 

③選択科目から１科目２単位以上修得すること。 

博士後期課程 

専攻 単位数等 

社会福祉学研究科社会福祉学

専攻 

主指導教授の「研究指導」を、毎セメスタ必ず履修すること。 

 


